
「第３期北海道創生総合戦略 改訂版（素案）」に係る

意見募集結果

資料１－４

① 道民意見募集
・令和７年（2025年）11月26日から12月25日にかけて、意見募集を行い、
道民の皆様から１３件（一般１１件、こども２件）の意見をいただきました。

② 市町村及び関係団体
・令和７年（2025年）11月26日から12月25日にかけて、意見照会を行い、
市町村から２件、関係団体から５件の意見をいただきました。

③ 北海道創生協議会構成員
・令和７年（2025年）11月27日に書面開催した「第24回北海道創生協議会」において、
構成員の皆様から５２件の意見をいただきました。

いただいた意見に対する道の対応状況は次のとおりです。

区 分 ① ② ③ 計 割 合

Ａ 意見を受けて案を修正したもの 0 3 11 14 20％

Ｂ 案と意見の趣旨が同様と考えられるもの 5 3 18 26 36％

Ｃ 案を修正していないが、今後の施策の進め方等の参考とするもの 6 1 22 29 40％

Ｄ 案に取り入れなかったもの 2 0 0 2 3％

Ｅ 案の内容についての質問等 0 0 1 1 1％

合 計 13 7 52 72



項目 意見要旨 意見に対する道の考え方
（区分）

第３章の１①

安心してこどもを産

み育てられる環境の

整備

若者の給与を上げることを

施策に入れたほうが結婚率

は上がると思う。また、同

性カップルも子どもを育て

やすい環境を作るべき。養

子縁組の出前講座をやり、

その後も、同性カップルも

異性カップルと同じ様に

サービスを受けられるよう

制度を整えるべき。

道では、「こどもまんなか社会」の実現に向け、希望する誰もが安心して子ども

を産み育てることができる北海道づくりをはじめとする、こども政策を推進してい

るところであり、御意見の「若者の給与改善」や「子育て支援」については、第３

章の１「①安心して子どもを産み育てられる環境の整備」において、子育て世帯の

経済的な負担の軽減や子育てなどを地域で支え合う仕組みづくりなどに取り組むこ

ととしております。

御意見については、今後の施策の進め方等の参考といたします。

（Ｃ）

第３章の１①

■待機児童の解消を

はじめ仕事と育児の

両立ができる環境整

備

保育士のキャリアパスの明

確化も勿論だが、結局は給

与だと思う。給与がしっか

りもらえるというだけで、

辞めざるをえない人は減る

のではないか。

道では、保育士の専門性や質の向上、職場定着を図るため、キャリアアップ研修

等の実施体制の整備を促進することとしており、御意見の趣旨については、保育士

の配置基準改善や更なる処遇改善を国に働きかけるなど、今後の保育人材確保の取

組の参考といたします。

（Ｃ）

第３章の１①

■待機児童の解消を

はじめ仕事と育児の

両立ができる環境整

備

病児・病後保育の実施数は

北海道全体の数ではなく、

エリアごとに目標数値を設

置すべき。

病児・病後児保育の実施数（目標事業量）につきましては、各市町村が「子ど

も・子育て支援事業計画」で定める病児・病後児保育の目標事業量を積み上げたも

のとなっております。病児・病後児保育をはじめとする各種子育て支援事業につき

ましては、道計画と市町村計画と連動することで、各市町村における計画的な整備

を支援することとしているため、案のとおりといたしますが、御意見も踏まえ、未

整備施設がある市町村に対し、施設の開設・運営を支援するなど、各地域の体制整

備に取り組んでまいります。

（Ｄ）

道民意見
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項目 意見要旨 意見に対する道の考え方
（区分）

第３章の１②

■地域の将来を支え

る人材育成のための

高校の魅力化

ＫＰＩに北海道教育委員会

との連携という項目を追加

すべき。

本施策では「市町村内に所在する高校が１校のみである市町村における学校運営

協議会の設置状況」をＫＰＩに設定しておりますが、北海道立高等学校の学校運営

協議会は、北海道教育委員会及び道立学校長の権限と責任の下、学校と保護者及び

地域住民等が一体となって学校運営の改善及び生徒の健全育成を図ることを目的と

するものです。

御意見の趣旨については、今後の取組の参考といたします。

（Ｃ）

第３章の１③

若者や女性にも選ば

れる地域づくり

偏りがちな支援を各市町村

でも取り組みやすいような

支援体制の強化と振興局と

の協力によって推進できる

ネットワークの構築も図っ

ていただきたい。

御意見の趣旨については、第６章「市町村戦略支援」において整理しており、地

域づくりの拠点である振興局を中心に、地域の実情に応じ、市町村の創意工夫を活

かした取組が行えるよう、積極的に支援してまいります。

（Ｂ）

第３章の１③

■国や市町村等と連

携した若者や女性を

惹きつける地域づく

りの推進

ジェンダーギャップ指数を

計測し、ギャップを解消す

るという項目を入れるべき。

大学との連携はあまり大き

な結果は出ないと思う。

本戦略では、御意見のあった「大学等と連携した地域課題解決に向けた取組を行

う市町村数」のほか、第３章の１「③■女性の能力を発揮しやすい環境の整備」に

おいて、「「男は仕事、女は家庭」という考え方に同感しない人の割合」などのＫ

ＰＩを設定し、アンコンシャス・バイアスに対する意識変革や女性活躍支援など、

若者や女性にも選ばれる地域づくりを推進することとしており、御意見の趣旨につ

いては、今後の取組の参考といたします。

（Ｃ）

第３章の１③

■女性の能力を発揮

しやすい環境の整備

ＫＰＩ「「男は仕事、女は

家庭」という考え方に同感

しない人の割合」について、

企業のマネジメント層の割

合を調べるべき。

道では、企業のマネジメント層も含め、道民全体でのアンコンシャスバイアスの

解消を図ることとしており、そうした考え方のもと、第３章の１「③若者や女性に

も選ばれる地域づくり」の施策を推進してまいります。

（Ｂ）

道民意見
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項目 意見要旨 意見に対する道の考え方
（区分）

第３章の１④

■働き手の状況に応

じた就業支援や職場

環境の整備

「女性、高齢者や障害のあ

る方々”が”働きやすい」

ではなく、「女性、高齢者

や障害のある方々”も”働

きやすい」という考え方で

あるべき。

第３章の１「④多様な人材の活躍推進」に掲げる施策は、仕事と家庭・育児の両

立など様々な事情で働きづらさを抱えている「多様な人材」の就業を進めていくも

のであり、御意見の趣旨は包含しております。

（Ｂ）

第３章の１⑤

グローバル化に対応

した世界で活躍でき

る多様な人材の育成

国際交流の取組は、多文化

共生の中でどのような位置

付けなのか。

御意見の趣旨については、第３章の２「②■地域における外国人との共生」にお

いて、政策の方向性を示しています。

（Ｂ）

第３章の２①

■道内の地域おこし

協力隊員の確保や任

期後の定住に向けた

取組支援

ＫＰＩは隊員数ではなく、

任期後の定着率をみるべき

ではないか。

人口減少・高齢化が進行している本道において、地域おこし協力隊員は地域づく

りの主要な担い手かつ地域の活性化や移住・定住の促進等において重要な存在であ

ることから、国が掲げる令和11(2029)年度までに全国の隊員数を10,000人とする目

標（地方創生に関する総合戦略）に準じ、全国の隊員増加率等を加味してＫＰＩを

設定しております。

道としては、任期後の定着率（定住率)についても重要な指標と考えており、国

や市町村と連携しながら、募集から任期後の各段階において総合的なサポートを行

い、移住・定住に繋げてまいります。

（Ｃ）

道民意見
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項目 意見要旨 意見に対する道の考え方
（区分）

第３章の２②

外国人材の確保と地

域における共生の環

境づくり

「外国人居住者数」基準値

の内訳に、過去20年間に失

踪し、不法滞在者と成った

累積人数、その内、居住先

が不明者の累積人数を明記

すべき。

また、「外国人居住者数」

目標値は、５万人未満に抑

えるべき。

道では、外国人材の受入と多文化共生社会の実現に向けて、地域や企業における

受入環境づくりなど、様々な取組を包括的に実施しており、その成果を表すものと

して、現在のＫＰＩを設定しているため、案のとおりといたします。

（Ｄ）

道民意見
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意見要旨 意見に対する道の考え方
（区分）

交通の便をしっかりさせたほうがい

い。

北海道では、交通に関わる会社やまちの人たちが協力して、近いところを走っている路線を一つにま

とめたり、乗り継ぎをしやすくするなど、効率をよくして公共交通を利用しやすくすること、また、公

共交通を利用することができない地域がなくなるように、地域に合った新しい交通手段の利用について

考えることなどに取り組むこととしており、そうしたことを計画にも記載しています。

（Ｂ）

最近はアーバンベアも多く、市街に

熊が出るようになって怖いので、遭

遇した時のために熊からの避難訓練

なども行なってほしい。

北海道では、ヒグマ対策や学習会等の普及啓発について、関係機関や団体などと連携して実施するこ

ととしており、いただいた御意見を参考に今後もヒグマ対策を進めていきます。

（Ｃ）

道民意見（こども）
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項目 意見要旨 意見に対する道の考え方
（区分）

第３章の２④

■自然・歴史や文化

の発信による地域の

魅力向上

「アイヌの人たちとの共生

社会の実現に向け」という

表現は、読み手にアイヌの

人たちを含んでおらず不適

切。

御意見の趣旨を踏まえ、第３章の２「④■自然・歴史や文化の発信による地域の

魅力向上」の該当箇所を「共生社会の実現に向け」に修正しました。

（Ａ）

第４章の２

「誰もが安心して暮

らせるまちづくり」

プロジェクト

新たに追加された「若者や

女性に選ばれる地域づく

り」の観点を、重要な方向

性であると共感している。

北海道の総合戦略にこの観

点が明確に位置付けられる

ことは、各地域の取組を後

押しし、道民の未来をより

豊かにしていくものと期待

している。

道といたしましても「若者や女性に選ばれる地域づくり」は重要な視点と考えて

おります。引き続き、人口減少の緩和、人口減少社会への適応の観点とあわせて、

北海道の創生に向けて取り組んでまいります。

（Ｂ）

6

市町村意見



項目 意見要旨 意見に対する道の考え方
（区分）

第３章の１④

多様な人材の活躍推進

ＬＧＢＴＱ＋も就職活動時

や就労時に働きにくさを感

じたり、公正な採用選考を

なされない場合がある。多

様な働き手の中に組み込ん

でいただきたい。

御意見の趣旨を踏まえ、第３章の１「④■働き手の状況に応じた就業支援や職場

環境の整備」の該当箇所を「女性、高齢者や障がいのある方々など」に修正しまし

た。

（Ａ）

第３章の２①

移住・定住の促進

第３章の３

安心して暮らせる豊か

な地域を創る

移住定住や、安心して暮ら

せる地域づくりの一環とし

て、パートナーシップ宣誓

制度の導入を記載いただき

たい。

道といたしましては、引き続き、市町村の要望に応じて、性的マイノリティの

方々を研修講師として派遣するなどして、制度導入の機運醸成が道内各地で進むよ

う努めるほか、道内外の施策を把握し、市町村と共有しながら、可能なものから取

組を進めるなど、性的マイノリティの方々が暮らしやすい環境づくりに取り組みま

す。

いただいた御意見については、今後の取組の参考といたします。

（Ｃ）

第３章の２①

■安心して心豊かに暮

らすことのできる地域

共生社会の実現

本項目に限らず、北海道と

して差別偏見を許さないと

いう姿勢を総合戦略の中で

提示いただきたい。

御意見の趣旨を踏まえ、第３章の３「①■安心して心豊かに暮らすことのできる

地域共生社会の実現」の該当箇所に「差別的言動は許されないという認識を広く浸

透させるなど、」を追記しました。

（Ａ）

第３章の３④

■安全・安心な日常の

確保

女性への暴力を無くすため

の取り組みも入れていただ

きたい。

「安全・安心な日常の確保」の項目は、女性への暴力を含む「道民が特に不安を

感じる犯罪」などの発生抑止に向けた取組を推進するという記載であり、御意見の

趣旨は包含しております。

（Ｂ）

第３章の４③

■観光コンテンツの磨

き上げ

「ＬＧＢＴＱ＋ツーリズ

ム」を、他のツーリズムと

列挙いただきたい。

御意見の趣旨については、第３章の４「③■観光サービス基盤の構築」において、

誰もが快適に旅を楽しめる北海道の実現に向けた観光地づくりを進めることとして

おり、政策の方向性を示しています。

（Ｂ）

7
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項目 意見要旨 意見に対する道の考え方
（区分）

第３章の１①

■妊娠前から妊娠期、

出産、幼児期までの

切れ目ない保健・医

療の確保

設定されているＫＰＩが「１歳６か月児健

康診査受診率」など、全て生まれた後の指

標となっている。妊娠前から妊娠期、出産

に関するＫＰＩも必要ではないか。

本戦略では、安心して子どもを産み育てられる環境の整備のため、

「結婚を希望する方への支援、結婚に伴う新生活への支援」や「妊

娠前から妊娠期、出産、幼児期までの切れ目のない保健・医療の確

保」などに取り組むこととしており、ＫＰＩについては、「結婚に

関する相談会開催数」や「次世代教育のための出前講座実施数」の

出生前の指標から「１歳６か月児健康診査受診率」などの出生後の

指標を設定するなど、一人ひとりの希望をかなえる社会をつくる取

組を進めております。

（Ｂ）

第３章の１①

■子育てなどを地域

で支え合う仕組みづ

くり

ＫＰＩ「講座に満足し、友人等に薦めたい

と思った人の割合」について、100％とい

う目標値を現実的な数値に置き換えたほう

がいいのではないか。

本ＫＰＩは、「講座に満足し、友人等に勧めたい」と思う人が増

えることで、参加者の増加を図り、もって社会全体による取組の推

進を目標とするものであり、直近の現状値やこれまでの推移などを

勘案し設定しております。

御意見の趣旨については、今後の検証の際の参考といたします。

（Ｃ）

第３章の１①

■こどもの安全・安

心の確保

就業する・しないはあくまでも自由意志で

あることから、ＫＰＩを「ひとり親家庭の

親の就業率」とするよりも、「就業を希望

するひとり親家庭の親の就業率」と設定す

る方が良いのではないか。

こどもの貧困解消に向けては、ひとり親家庭の経済的な自立が重

要であり、就業意欲の助長も含めた個々のケースに応じたきめ細か

な就業支援が必要であることから、本指標を設定しているものです。

御意見については、今後のひとり親家庭施策の指標設定に当たり、

参考といたします。

（Ｃ）

【北海道創生協議会構成員】北海道経済連合会
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項目 意見要旨 意見に対する道の考え方
（区分）

第３章の１①

■仕事と家庭の両立

ができる職場環境の

整備

「男性の育児休業取得率」とともに、「取

得日数」についてもＫＰＩとして設定した

ほうが良いのではないか。

育児休業の取得については、第３章の１「①仕事と家庭の両立が

できる職場環境の整備」において、育児休業制度の普及のため、広

く企業や労働者の方々に浸透するよう、働き方改革を支援するセミ

ナーや個別相談会の開催など、職場環境整備の促進に取り組んでい

るところです。御意見については、育児休業制度の普及啓発を進め

る上で、参考といたします。

（Ｃ）

第３章の１②

■学校における働き

方改革等の推進

ＫＰＩとして「長期休職者に対する代替教

員の100％確保」を設定してはどうか。

長期休職者が生じた際に代替者の確保が十分でない場合、他の教

職員の業務負担や精神的負担が増加するとの課題は認識しておりま

す。一方、長期休職者の発生は流動的で見込みが難しいことから、

一律の数値目標としてＫＰＩを設定することについては慎重な検討

が必要と考えています。

本戦略では学校における働き方改革の推進を図ることとしており、

御意見の趣旨については、今後の施策検討の参考とし、教職員が安

心して働ける環境整備に努めてまいります。

（Ｃ）

第３章の２①

■官民連携による移

住定住の取組推進

移住・定住の誘致対象の表現を、「中年層

（アクティブシニア）」にしてはどうか。

本戦略では、若年層・中年層、子育て世帯を中心に幅広い層への

移住プロモーションの展開を図ることとしており、アクティブシニ

アを含めたあらゆる世帯を対象としているところです。

いただいた御意見を参考にしながら、引き続き移住・定住の促進

に取り組んでまいります。

（Ｃ）

【北海道創生協議会構成員】北海道経済連合会
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項目 意見要旨 意見に対する道の考え方
（区分）

第３章の２②

外国人材の確保と地

域における共生の環

境づくり

ＫＰＩ「外国人居住者数」の目標値が

75,000人は少なすぎるのでは。適切な値を

設定した上で、当該居住者数に応じた「共

生方策」を検討し書き込むべき。

道では、外国人材の受入拡大や多文化共生社会の実現に向けて、

地域や企業における受入環境づくりなど、様々な取組を包括的に実

施しているところであり、その成果を表すものと考え、現在のＫＰ

Ｉを設定しておりますが、今後、育成就労法施行による外国人材の

受け入れや新たな政権の外国人政策に関する議論を注視しながら、

ＫＰＩの整合性について、引き続き検討してまいります。

御意見の趣旨については、今後の施策の進め方等の道政運営の参

考といたします。

（Ｃ）

第３章の４③

■観光コンテンツの

磨き上げ

■観光サービス基盤

の構築

■観光インフラの強

靱化

ＫＰＩに「観光入込客数」「消費単価」な

どを用いているが、最も重要な指標は観光

消費額であり、次期「北海道観光のくにづ

くり行動計画」でもそのように示されてい

る。戦略で設定されているＫＰＩは補助的

な指標とし、数値も次期くにづくり計画に

合わせるべき。くにづくり計画での目標年、

令和12年度を達成するためにはどうあるべ

きかを観点として持って考えるべき。

「観光消費額」については、「観光入込客数」「消費単価」が向上

した結果として導かれることから、「観光コンテンツの磨き上げ」

「観光サービス基盤」などの個々の施策に対するＫＰＩではなく、

施策の柱「４ 潜在力を活かした産業・雇用をつくる」における数

値目標を「外国人観光客」から「観光消費額」に変更いたします。

（Ａ）

第６章

市町村戦略支援

市町村の人手不足や繁忙感の解消に向けて、

「振興局による市町村間の広域連携に関す

る支援」を明記いただきたい。

御意見の趣旨を踏まえ、第６章の３に「(2)市町村の広域連携に向

けた支援」について追記しました。

（Ａ）

【北海道創生協議会構成員】北海道経済連合会
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項目 意見要旨 意見に対する道の考え方
（区分）

第３章の３①

■快適で住みやすく、

活力ある漁村の構築

第３章の４⑩

■水産業の女性・高

齢者の活動促進

漁村等における外国人材

との共生などについても

触れた方がよい。

本戦略では、第３章の２「②外国人材の確保と地域における共生の環境づくり」で、

漁村を含む道内各地域において外国人との共生を図ることとしております。

水産業においても、外国人材が本道漁業の実態に即してより活躍ができる環境の整

備が必要と考えておりますので、御意見の趣旨については、今後の施策検討の参考と

いたします。

（Ｃ）

第３章の４②

■栽培漁業の推進

■安定的な水産業経

営の育成

■水産資源の生育環

境の保全及び創造と

環境と調和した水産

業の展開

ＫＰＩ「漁業生産額（漁

業就業者一人あたり）」

について、基準値よりも

目標値の方が落ち込んで

いる。数値が反対なので

はないか。

本戦略では、第３章の４「②■栽培漁業の推進」や「■安定的な水産業経営の育

成」、「■水産資源の生育環境の保全及び創造と環境と調和した水産業の展開」を図

るための評価指標を、令和６年(2024年)に作成した北海道総合計画や令和５年(2023

年)に作成した第５期北海道水産業・漁村振興推進計画の目標と足並みを揃えており、

いずれも目標の数値に誤りはなく、令和４年(2022年)の実績が目標を上回ったことに

よるものです。

目標については、単年の漁業生産は海洋環境に加え、消費・流通構造や国際的な情

勢の変化などにより変動が大きく急減する可能性もあることなどを踏まえて設定して

おります。

（Ｅ）

第３章の４④

■森林等の二酸化炭

素吸収源の確保

施策に「ブルーカーボン

生態系とされる藻場の保

全・取組を推進する」と

記載がある。項目名にも

藻場等の表現をいれては

どうか。

御意見の趣旨については、林業分野と同様に、ブルーカーボンについても、目標値

の設定等を含めた新たな動向を踏まえ、今後の進め方の参考とさせていただきます。

（Ｃ）

【北海道創生協議会構成員】北海道漁業協同組合連合会
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項目 意見要旨 意見に対する道の考え方
（区分）

第２章の５

戦略推進の考え方

[1]～[10]について、従前

からの考え方と第３期で

新たに加えた考え方とメ

リハリなく羅列されてい

る。強弱をつけた方が道

の考え方が伝わるのでは

ないか。

御意見のとおり、第２章の５「戦略推進の考え方」は、道の推進の考え方を整理し

たものであり、道といたしましては、いずれも推進において、重要な要素であると考

えております。

一方で、「従前からの考え方と第三期の新たな考え方がメリハリなく羅列」という

点は、道民の皆様にそのような印象を抱かれてしまう可能性もあろうかと思いますの

で、「[６]分野横断的な政策展開」の記載を整理するとともに、別途作成する「第３

期北海道創生総合戦略 改訂版のポイント」において、新たに加えた項目に係る考え方

が伝わりやすくなるよう、整理することといたします。

（Ａ）

第３章の４③

■観光コンテンツの

磨き上げ

歴史、文化、暮らし、ア

ウトドア、サイクリング、

食、農山漁村、ケア、鉄

道など方向感が定まって

いないように見えるため、

観光コンテンツの対象の

絞り込みをしてはどうか。

北海道の観光は、様々な魅力を持ち様々な可能性を持つことから幅広く推し進めて

いくこととしており、御意見の趣旨については、今後の観光振興の参考といたします。

（Ｃ）

【北海道創生協議会構成員】株式会社北洋銀行
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項目 意見要旨 意見に対する道の考え方
（区分）

第３章の３④

様々な自然災害リス

クなどに対応した安

全・安心な北海道づ

くり

第３章の５①

自治体間の広域的な

連携の促進

主な施策として「『北海

道水道広域連携推進プラ

ン』に基づく多様な広域

連携の検討推進」につい

ても明記するべき。

第３章の３「④■強靱な北海道づくり」において、安全で安心な水道水の安定かつ

持続的な供給を目指すため、広域連携の促進などに取り組むこととしております。

広域連携に向け、具体的には、「北海道水道広域連携推進プラン」に基づき、御意

見の趣旨と同様の方向で取組を進めてまいります。

（Ｂ）

第３章の４⑥

次世代半導体などデ

ジタル関連産業の集

積促進

「誘致促進に向けたイン

フラの整備」も施策に盛

り込むべき。

次世代半導体の製造拠点の整備に向けて、まずは道央圏での製造・研究・人材育成

等が一体となった複合拠点を実現することとしております。複合拠点の実現に向けた

取組のひとつとして、市町村等と連携したインフラ及び制度面の受入環境の整備など

も含むこととしているところであり、御意見については、今後の施策検討の参考とい

たします。

（Ｃ）

第３章の５①

自治体間の広域的な

連携の促進

地域の枠を超えた連携の

あり方の一つとして、

「市町村間の広域連携に

よる『地域生活圏』単位

での地域課題解決に向け

た取組を推進する」こと

を明記すべき。

広域分散型の本道において、地域の枠を越えた広域的な連携に取り組むことは重要

であり、御意見の趣旨については、今後の施策検討の参考といたします。

（Ｃ）

【北海道創生協議会構成員】株式会社日本政策投資銀行
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項目 意見要旨 意見に対する道の考え方
（区分）

第３章の１(1)

数値目標

「合計特殊出生率」の基

準値を最新（令和６年）

の値に修正すべき。

この度の改訂では、修正・追加施策等に伴うもののほか、特定分野別計画と連動し

た指標の修正等を行っております。戦略の進捗管理の観点から、修正を行わない指標

の基準値については、原則変更しないこととしておりますが、御意見の趣旨を踏まえ、

第２章「基本的な考え方」に最新の人口動態データを掲載しました。

（Ａ）

第３章の１①

■子育て世帯の経済

的な負担の軽減

国による大学教育終了ま

での無償化を実現するこ

とにより、経済的な負担

の軽減を図ることを追加

すべき。

道では、これまで高等教育に係る教育費の負担軽減のため、日本学生支援機構の奨

学金について貸与条件の緩和や枠の拡大、国による高等教育の修学支援制度について

給付額の引上げや支援対象者の拡充など、制度の充実について要望してきております。

御意見の趣旨を参考に、引き続き、国の施策を注視しつつ、子ども・子育て施策へ

の財政支援の充実などについて国に対して要望してまいるとともに、子育て世帯の経

済的な負担を軽減する取組を進めてまいります。

（Ｃ）

第３章の１①

■待機児童の解消を

はじめ仕事と育児の

両立ができる環境整

備

保育士の配置基準の改善

を補強すべき。

幼児教育・保育の質の向上や安全・安心な保育体制の充実等を図るためには、保育

士等の負担を軽減し、子どもたちにしっかりと気を配ることができる環境整備が重要

であることから、道では、こども未来戦略に基づき、保育士の配置基準の改善を確実

に行うよう、国に要望しているところです。

また、１歳児については、今年度から新たに職員配置改善加算が創設されています

が、加算措置ではなく、配置基準の早期改善を実施するよう、併せて要望しておりま

す。

（Ｃ）

【北海道創生協議会構成員】日本労働組合総連合会北海道連合会
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項目 意見要旨 意見に対する道の考え方
（区分）

第３章の１①

■待機児童の解消を

はじめ仕事と育児の

両立ができる環境整

備

病児保育事業で、各市町

村に看護師が常駐する医

療機関併設型施設の設置

や拡充を図ること。

医療機関併設型施設等の

ＩＣＴ化にあたっても、

道として必要な経費を市

町村に支援することを補

強すべき。

病児・病後児保育事業の実施に当たっては、医療機関との連携が必要でありますが、

実施場所は医療機関に限るものではなく、保育所等でも実施されているところです。

事業実施主体である市町村では、地域の実情等を踏まえながら実施場所の確保に取

り組んでおり、道では各市町村における病児保育事業の整備や運営費等を支援してお

ります。

御意見の趣旨を踏まえ、引き続き、地域における多様な子育て支援サービスの体制

整備に取り組んでまいります。

（Ｂ）

第３章の１①

■こどもの安全・安

心の確保

オンラインを活用した学

習支援の中に、定期試験

の受検を可能とすること

を補強すべき。

本戦略では、不登校児童生徒のニーズを踏まえながら、オンラインを活用した学習

支援の充実を図ることとしており、御意見の趣旨については、今後、学校の教員や市

町村教育委員会担当者が参加する会議等での説明の参考にいたします。

（Ｃ）

第３章の１①

■こどもの安全・安

心の確保

児童養護施設で働く児童

指導員等の職員配置や労

働条件改善を積極的に進

めること。

同施設に働く保育士等に

ついても処遇・配置改善

を図ること。

社会全体で子どもを育む

体制づくりを強化すると

ともに、ケアリーバー支

援体制を確立することを

補強すべき。

御意見の趣旨については、第３章の１「①■こどもの安全・安心」において、社会

的養育の推進に当たり、人材確保・財源措置等の必要な措置を講じることや自立支援

を行うこととしており、政策の方向性を示しています。

（Ｂ）

【北海道創生協議会構成員】日本労働組合総連合会北海道連合会
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項目 意見要旨 意見に対する道の考え方
（区分）

第３章の１②

■学校における働き

方改革等の推進

部活動の地域移行につい

て、移行後の指導者不足

の課題や生徒の移動手段

などについては、国が必

要な予算を確保して拡充

することを補強すべき。

本戦略では、保護者・地域等との連携協働により、学校行事等の準備・運営につい

て、地域人材の協力を得るなど、負担軽減を図るほか、一人ひとりの働き方改革の意

識を高めるため、時間外在校等時間の上限時間を超える職員に対し、業務の内容や優

先順位を協議するなど必要な対策を講じることとしており、御意見の趣旨を今後の参

考とし、部活動の地域移行の円滑な実施と持続的な運営のため、指導者の配置や生徒

の移動手段の確保などに対応できるよう財政措置の拡充を、引き続き、国に要望して

まいります。

（Ｃ）

第３章の１③

■若者の道内就職の

促進や正規雇用化な

どの雇用の質の向上

「就職氷河期世代支援基

本法」の制定をめざし、

非正規雇用でキャリアを

スタートさせ、その後も

正規雇用への道が閉ざさ

れている世代に対して、

正規雇用化・無期転換の

促進をはかる必要がある

ことから、労働者保護

ルールの適用のあり方を

見直し、働くものすべて

の命と権利、生活が守ら

れる環境を整備すること。

自治体への支援を通じて、

空き家を借り上げる「み

なし公営住宅」の補助を

進めることを補強すべき。

御意見の趣旨については、第３章の１「③■若者の道内就職の促進や正規雇用化な

どの雇用の質の向上」において、若年無業者や就職氷河期世代等の正規雇用化などの

支援をすることとしており、御意見の趣旨は包含しています。

（Ｂ）

【北海道創生協議会構成員】日本労働組合総連合会北海道連合会
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項目 意見要旨 意見に対する道の考え方
（区分）

第３章の１③

■企業・大学等と連

携した地域を創る人

材の育成

道内の大学が学部や学科

の充実を図り、知名度や

ブランド力を高め、機能

強化や魅力向上に努める

ことを補強すべき。

この度の改訂では、「若者や女性にも選ばれる地域づくり」を、新たに施策の柱の

１つとして位置付け、幅広い施策を連携させながら、取組を推進することとしており

ます。

いただいた御意見については、この度実施した大学生等からの意見聴取においても、

類似の御意見をいただいているところであり、引き続き、道内の大学等とも連携し、

「若者や女性にも選ばれる地域づくり」に向け、取り組んでまいります。

（Ｃ）

第３章の１③

■企業・大学等と連

携した地域を創る人

材の育成

道内にどのような企業が

あるのか、学生に対して

自社の魅力をＰＲできる

場をより一層増やすこと

を補強すべき。

就職時における流入増の対策としては、第３章の２「①■地域の産業を支える人材

を確保するＵ・Ｉターン就職の促進」において、Ｕ・Ｉターン就職の促進について掲

げており、引き続き道外大学との就職連携協定の拡大に努めてまいります。

（Ｂ）

第３章の１③

■女性の能力を発揮

しやすい環境の整備

女性の就業率が低い原因

の分析を行いながら、女

性が働く環境の対策を進

めること。

中小企業に対して非正規

雇用から正規雇用への転

換に対する支援を行うと

ともに、女性の正規雇用

の促進が、会社の将来に

有用であることを伝える

取組を行うことを補強す

べき。

御意見の「女性が働く環境を踏まえた対策」や「企業における女性参画を意識した

取組」に係る趣旨については、第３章の１「③若者や女性にも選ばれる地域づくり」

において、「働く女性の健康問題など女性の就業率向上に向けた企業の支援体制の充

実を促進するセミナーの開催などにより、女性が活躍し続けるための環境、職場づく

りを促進する」とし、政策の方向性を示しています。

（Ｂ）

【北海道創生協議会構成員】日本労働組合総連合会北海道連合会
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項目 意見要旨 意見に対する道の考え方
（区分）

第３章の１④

■障がい者への就労

支援施策の充実・強

化

障がい者が安心して働き続けるこ

とができるよう障害者雇用率の達

成とともに、各種助成金等の活用

を含め、職場における障がい者の

個別性に配慮した雇用環境の整備

に取り組むこと。

労働協約・就業規則のチェックや

見直しに取り組むこと。

障がい特性等に配慮した働き方の

選択肢を増やし、就労拡大・職域

拡大を図ること。

雇用の安定やキャリア形成の促進

を図ることを目的に、能力開発の

機会を確保するよう取り組むこと

を補強すべき。

御意見の「障がい者の就労支援」に係る趣旨については、第３章の１「④

多様な人材の活躍推進」において、社会全体で応援する機運の醸成や、企業

等と連携・協働し、障がいのある人の意欲・特性に応じた就労機会の拡大、

職場定着の推進など、政策の方向性を示しています。

（Ｂ）

【北海道創生協議会構成員】日本労働組合総連合会北海道連合会
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項目 意見要旨 意見に対する道の考え方
（区分）

第３章の１④

■障がい者への就労

支援施策の充実・強

化

障がい児等の家族の仕事と育児・ケ

アの両立を支援するため、育児・介

護休業法上の制度の適用期間の延長

や休暇日数の増加など、弾力的な運

用を可能とする法整備を行うこと。

障がい児等の家族の仕事と育児・ケ

アの両立を支援するため、障害福祉

サービスの整備を行うこと。

保護者の付き添いなしで、障がい児

等が登下校できるよう通学支援体制

の整備を図ること。

移動支援を地域生活支援事業から自

立支援給付化し、通年かつ長期を必

要とする通学支援にも利用可能とす

ること。

児童発達支援や放課後等デイサービ

スにおける預かり時間の延長支援な

ど、保護者の就労などによるニーズ

を踏まえた対応を図ることについて

補強すべき。

本戦略では、第３章の１「②■特別支援教育の充実」において、安全・

安心な医療的ケア実施体制を整備することとしていますが、このうち、道

が設置している北海道医療的ケア児等支援センターにおいて、医療的ケア

が必要なこどもを持つ家族や関係機関からの相談に対応するほか、支援を

総合的に調整する医療的ケア児等コーディネーターの養成や各圏域におけ

る協議の場の設置を進めるなど、医療的ケア児及びその家族等への支援体

制の充実に向けた取組を進めているところです。

御意見については、今後の医療的ケア児等への支援に係る施策推進の参

考といたします。

（Ｃ）

【北海道創生協議会構成員】日本労働組合総連合会北海道連合会
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項目 意見要旨 意見に対する道の考え方
（区分）

第３章の２②

■外国人材の確保

外国人材が地域社会の一員として受

入れ・定着を支援するとともに、多

文化共生に向けた環境体制を拡充す

ることを補強すべき。

御意見の趣旨については、第３章の２「②外国人材の確保と地域におけ

る共生の環境づくり」において、政策の方向性を示しており、外国人材の

確保に向けては、外国人が本道で安心して働き、暮らすことができる環境

づくりを進めています。

また、外国人との共生社会の実現に向けては、道内で働き暮らす、外国

人の方々が地域社会の一員として、安全・安心に暮らすことができる多文

化共生社会の実現に一層努めてまいります。

（Ｂ）

第３章の２②

■地域における外国

人との共生

「技能実習制度及び特定技能制度の

在り方に関する有識者会議」の最終

報告書を踏まえ、外国人労働者の転

籍を支援していくための予算や人員

を確保し、地方版ハローワーク体制

を拡充することを補強すべき。

国では、有識者会議の最終報告書を踏まえ、「やむを得ない事情がある

場合」の転籍について、その範囲の明確化や手続きの柔軟化を検討してい

くほか、転籍支援の在り方についても、まずは監理支援機関が中心になっ

て行うこととしつつ、ハローワークは外国人育成就労機構等と連携するな

どして行うことを検討していることから、引き続き、国の検討状況につい

て情報収集に努めてまいります。御意見については、今後の施策の進め方

等の参考といたします。

（Ｃ）

第３章の２②

■地域における外国

人との共生

外国人労働者の受け入れ企業に対し

て、労働法令を遵守させるとともに、

外国人労働者が集団的労使関係のも

とで労働条件について使用者と対等

に交渉ができるよう、国と連携を図

り、道として支援を強化することを

補強すべき。

御意見の「外国人労働者の就業環境」に係る趣旨については、第３章の

２「②外国人材の確保と地域における共生の環境づくり」において、「育

成就労制度の開始も見据え、外国人材の受入に関する諸制度の理解促進や

受入れを希望する企業の見学会の開催等により、外国人が本道で安心して

働き、暮らすことができる環境づくりを進める」とし、政策の方向性を示

しています。

（Ｂ）

【北海道創生協議会構成員】日本労働組合総連合会北海道連合会
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項目 意見要旨 意見に対する道の考え方
（区分）

第３章の２②

■地域における外国

人との共生

「技術・人文知識・国際業務(技人

国)」として、来道している労働者が

不法就労の被害に巻き込まれないよ

う、道としても悪徳ブローカーの対

策を講じることを補強すべき。

道では、第３章の２「②■外国人材の確保」で示している施策のほか、

業界団体と連携しながら、市町村や企業等に対し、適正な雇用管理や在留

管理についての周知・啓発、生活支援や多言語での情報提供といった取組

事例の普及など、外国人が本道で安心して働き、暮らすことができる環境

づくりの実現に一層努めてまいります。

（Ｂ）

第３章の２⑥

■航空ネットワーク

の充実・強化

ＫＰＩ「道内空港の国際線利用者

数」「道内の国内線利用者数」につ

いて、ＨＡＰの目標と整合性を図る

べき。

本戦略では、航空需要の創出や新規就航に向けた誘致活動の展開、道内

空港の機能強化、地域が一体となった空港間の連携などを通じ、航空ネッ

トワークの充実・強化を図ることとしており、御意見の趣旨については、

北海道エアポートなど地域関係者と連携した取組の参考といたします。

（Ｃ）

第３章の２⑥

■航空ネットワーク

の充実・強化

整備士やグランドハンドリングス

タッフなどの航空関連業務の人手不

足が深刻化している中、インバウン

ドをはじめとした旅客の受入体制の

強化や、空港までの二次交通などに

対応したシームレスな環境整備を

図ったうえで、道内空港の増便に着

手し、観光産業など地域経済の活性

化に繋げていく施策を講じることを

補強すべき。

御意見の趣旨については、第３章の２「⑥■航空ネットワークの充実・

強化」において、グランドハンドリングの業務の効率化や利便性の高い交

通アクセスの整備等に進めることとしており、政策の方向性を示していま

す。

（Ｂ）

【北海道創生協議会構成員】日本労働組合総連合会北海道連合会
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項目 意見要旨 意見に対する道の考え方
（区分）

第３章の３①

■安心して心豊かに

暮らすことのできる

地域共生社会の実現

ワークサポートケアマネジャーへの

支援も含めて、ワーキングケアラー

対策を進めること。

介護休業制度の周知を義務付けるこ

とを国に求めること。

ひきこもり・不登校の状態にある家

族のケアをする場合も、要件が満た

せば介護休業等制度の対象であるこ

とについて、労働者に周知すること

を、企業に対して周知・徹底するこ

とを補強すべき。

御意見の趣旨については、第３章の３「①■安心して心豊かに暮らすこ

とのできる地域共生社会の実現」において、ワーキングケアラーを含めた

支援を必要とするケアラーの早期発見や適切な支援について、また、第３

章の４「⑩■誰もが働きやすい環境づくりと仕事と家庭が両立できる職場

環境の整備」において、育児・介護休業法や同法で規定されている各種制

度が広く事業者や労働者に浸透するよう、普及・啓発などに努めることと

しており、政策の方向性を示しています。

（Ｂ）

第３章の３②

■地域医療を支える

ための医療従事者の

確保

道として医療従事者の復職支援を強

化すべき。また、リファラル採用な

どの新しい採用の形を取り入れるこ

とを補強すべき。

御意見の趣旨については、第３章の３「②健やかに暮らせる医療・福祉

の充実」において、地域医療を支えるための医療従事者の確保に取り組む

こととしており、政策の方向性を示しています。

（Ｂ）

第３章の３②

■介護人材の確保・

定着と高齢者や障が

いのある方々を支え

る仕組みづくり

高齢者の歯科受診を促すための施設

に対するアクション行動を展開する

ことを補強すべき。

御意見の趣旨については、第３章の３「②■介護人材の確保・定着と高

齢者や障がいのある方々を支える仕組みづくり」において、在宅歯科医療

連携室の運営を支援することとしており、政策の方向性を示しています。

在宅歯科医療連携室においては、介護施設等に対し、在宅歯科医療や口

腔ケア提供体制の充実に向けた周知や研修会等を実施しているほか、要介

護高齢者等の御家族や介護支援専門員等からの歯科医療に係る相談、訪問

診療の依頼などに対応しており、引き続き、在宅歯科医療の推進のため、

連携室の支援に努めてまいります。

（Ｂ）

【北海道創生協議会構成員】日本労働組合総連合会北海道連合会

22



項目 意見要旨 意見に対する道の考え方
（区分）

第３章の３②

■介護人材の確保・

定着と高齢者や障が

いのある方々を支え

る仕組みづくり

介護従事者の安全確保・離職防止の

観点から、国の「地域医療介護総合

確保基金」を活用して、２人加算が

活用できない場合には、２人加算相

当分を支援することを補強すべき。

カスタマーハラスメントなどにより訪問介護員の安全確保等のため２人

での訪問が必要であっても、２名によるサービスの提供を受けた場合、負

担額が増額となることから、利用者または家族等の同意が得られず、２人

分の介護報酬の算定に至らない事業所もあると承知していますが、道とし

ては、介護報酬の算定要件に関しては、全国一律の制度として適切に対応

することが重要と考えており、訪問介護員の安全確保等のため、報酬算定

要件を見直すなど、必要な改善を国に求めてまいります。

また、暴力やハラスメント対策として事業所を対象とした講習会や利用

者へのリーフレットの配付等を行うとともに、訪問介護員の安全確保にも

活用可能なカメラ付きＩＣレコーダーの整備も対象となる補助事業なども

実施をしているところであり、こうした事業の一層の周知を図ってまいり

ます。

「北海道ホームヘルプサービス協議会」などの関係団体等からもご意見

をお伺いしながら、今後とも、安全確保や負担軽減に配慮し、利用者の状

況に応じた適切なサービスが提供されるよう、引き続き、取り組んでまい

ります。

（Ｃ）

第３章の３③

■地域の実情に応じ

た交通ネットワーク

の維持・確保

「買い物難民」「交通弱者」対策を

一層進める、という文言を補強すべ

き。

御意見の趣旨については、第３章の３「③地域を支える持続的な交通・

物流ネットワークの構築」において、政策の方向性を示しています。

道としては、地域の暮らしや産業経済を支える安定的かつ持続的な交

通・物流ネットワークの確保に向け、通学や通院、買い物なども含めた幅

広い観点で住民の身近な移動手段として欠くことができない地域公共交通

の確保を図るべく本戦略を作成しているところです。

（Ｂ）

【北海道創生協議会構成員】日本労働組合総連合会北海道連合会
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項目 意見要旨 意見に対する道の考え方
（区分）

第３章の４⑦

■中小・小規模企業

の持続的発展

国の制度を活用し、道内の中小企

業・小規模事業者が賃上げしやすい

環境整備に向けた支援を行うととも

に、深刻な人手不足など厳しい環境

にある業種の支援により一層取り組

むこと。

国の制度等への申請に関して、必要

な書類の作成支援や申請手続きの利

便性を向上させ更なる簡素化を図る

よう国に働きかけることを補強すべ

き。

御意見の趣旨については、第３章の４「⑦■中小・小規模企業の持続的

発展」において、政策の方向性を示しています。

道では、厳しい経営環境に置かれている中小・小規模事業者の方々に寄

り添い、国の施策も効果的に活用しながら、国や市町村はもとより、各支

援機関、関係団体と連携し、事業者の方々の経営状況をきめ細かく把握し

ながら、伴走型の経営指導、道融資制度の利用促進や新商品開発への助成

など、中小・小規模事業者の方々の持続的な発展に向けて支援しています。

（Ｂ）

第３章の４⑨

■きめの細かい職業

訓練の実施

ポリテクカレッジやＭＯＮＯテクな

ど公共職業訓練の入学(校)料や授業

料、教科書等諸経費の無償化を検討

し、世帯所得を問わず誰もが必要な

職業訓練を受けられるよう所得制度

の撤廃を視野に入れた支援金制度の

体制を拡充することを補強すべき。

ＭＯＮＯテクにおける公共職業訓練については、第３章の４「潜在力を

活かした産業・雇用をつくる」において、「ものづくり関連など地域の産

業を支える人材の育成」を掲げており、受講の機会を広く公平に提供する

観点から、経済的事情のある方などを対象に、授業料の減免を行っている

ところです。

なお、教科書等諸経費については、訓練生に実費分を負担していただい

ておりますが、地域によっては自治体独自の支援制度があり、負担の低減

が図られております。

今後も、こうした減免制度や地元自治体独自の支援制度を活用していた

だくとともに、より多くの方々に、希望する職業訓練を受講していただけ

るよう環境の整備に努めてまいります。

（Ｃ）

【北海道創生協議会構成員】日本労働組合総連合会北海道連合会
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項目 意見要旨 意見に対する道の考え方
（区分）

第４章の２

「誰もが安心して暮

らせるまちづくり」

プロジェクト

「合計特殊出生率」の基準値を最新

（令和６年）の値に修正すべき。

この度の改訂では、修正・追加施策等に伴うもののほか、特定分野別計

画と連動した指標の修正等を行っております。戦略の進捗管理の観点から、

修正を行わない指標の基準値については、原則変更しないこととしており

ますが、御意見の趣旨を踏まえ、第２章「基本的な考え方」に最新の人口

動態データを掲載しました。

（Ａ）

第６章の３(7)

地域おこし協力隊へ

のサポート

北海道は全国の中でも、地域おこし

協力隊が多いことから、この資源を

有効活用するとともに、地域おこし

協力隊の現状の３年という特別交付

税措置を５年程度に延ばすよう国に

求めることを補強すべき。

地域おこし協力隊は、地方自治体の委嘱を受け、おおむね１年以上３年

以下の期間、地域住民と連携・協力しながら、地域ブランドや地場産品の

開発・販売・ＰＲ等の地域おこし支援や、農林⽔産業への従事、住民支援

などの「地域協⼒活動」に従事する制度であることから、現状３年を上限

として、活動経費等が特別交付税措置の対象となっております。

地域おこし協力隊の方々は、地域活性化の貴重な担い手となっており、

今後とも、全道において任用を進めていく必要があると認識していること

から、更なる確保及び定住に向け、隊員や受入自治体への各種支援の充

実・強化について、引き続き国に要望してまいります。

（Ｃ）

第６章の３(7)

地域おこし協力隊へ

のサポート

市町村戦略支援において、「地域活

性化企業人」を活用することを補強

すべき。

道では、市町村戦略の支援にあたっては、地域の実情に応じながら、地

域づくりの拠点である振興局を中心に、「資金・人・情報」の３つの側面

から積極的に支援を行うこととしております。専門人材に係る各種制度に

ついても、第６章の２「(2)市町村の取組に資する情報の提供」のとおり、

適切に情報支援を行ってまいります。

（Ｂ）

【北海道創生協議会構成員】日本労働組合総連合会北海道連合会
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項目 意見要旨 意見に対する道の考え方
（区分）

第３章の２②

■外国人材の確保

外国人材の確保の項目に関しては、

丁寧な背景説明が必要ではないか。

御意見の趣旨を踏まえ、第３章の２「②■外国人材の確保」に、外国人

材受入の背景について追記しました。

（Ａ）

【北海道創生協議会構成員】株式会社北海道新聞社

26



項目 意見要旨 意見に対する道の考え方
（区分）

第３章の１①

■妊娠前から妊娠期、

出産、幼児期までの

切れ目ない保健・医

療の確保

小児科を標ぼうする医療機関がある

自治体数を明確化し、地域間の格差

を可視化した上で、各地域において

実態に応じた広域連携やオンライン

診療、地域看護職の活用、巡回診療

などの代替的な医療提供体制の構築

を目指すことについて明記するべき。

御意見の趣旨を踏まえ、第３章の１「①■妊娠前から妊娠期、出産、幼

児期までの切れ目ない保健・医療の確保」に、医療提供体制の構築につい

て追記しました。

なお、医療機関数については「北海道医療計画」で掲載しており、以下

のとおりです。

①小児科・小児外科を標ぼうする医療機関は、病院が140施設、診療所が

542施設（R6.4.1現在）であり、このうち病院の約20％、診療所の約40％が

札幌圏に所在している。

②産科又は産婦人科を標ぼうする医療機関は、病院が70施設、診療所が90

施設（R6.4.1現在）となっている。

（Ａ）

第３章の１①

■仕事と家庭の両立

ができる職場環境の

整備

「働き方改革に取り組む企業」を

「働き方改革に取り組む事業者」に

修正すべき。

御意見の趣旨を踏まえ、第３章の１「①■仕事と改定の両立ができる職

場環境の整備」の該当箇所を「事業者」に修正しました。

（Ａ）

第３章の３②

■人口動態を踏まえ

た医療提供体制の整

備

「北海道航空医療ネットワーク研究

会と連携し、メディカルウイングを

運航する。」を「北海道航空医療

ネットワーク研究会と連携し、引き

続きメディカルウイングを運航す

る。」に修正すべき。

御意見の趣旨を踏まえ、第３章の３「②人口動態を踏まえた医療提供体

制の整備」の該当箇所を「北海道航空医療ネットワーク研究会と連携し、

引き続きメディカルウイングを運航する。」に修正しました。

（Ａ）

【北海道創生協議会構成員】一般社団法人北海道医師会
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項目 意見要旨 意見に対する道の考え方
（区分）

第４章の２

「誰もが安心して暮

らせるまちづくり」

プロジェクト

プロジェクトの背景として、「年代

別の人口移動（転入ー転出）の状況

（北海道）」のグラフが載っている

が、より詳細な分析が必要ではない

か。

また、このデータは人口減少に関わ

る非常に重要な内容でもあることか

ら、総合戦略の冒頭（「Ⅰ はじめ

に」か「Ⅱ 基本的な考え方」）で

掲載した方がよいのではないか。

御意見の趣旨を踏まえ、第２章「基本的な考え方」に最新の人口動態

データを掲載しました。

取組の推進に当たっては、若年層の御意見を踏まえるとともに、最新の

人口動態などを的確に分析してまいります。

（Ａ）

第４章の２

「誰もが安心して暮

らせるまちづくり」

プロジェクト

若者や女性にも選ばれる地域づくり

のためには、魅力的な職場の創出や

アンコンシャス・バイアスをなくす

ための取組みをより一層推進する必

要があることから、重点戦略プロ

ジェクトでの位置付けを明確化する

べき。

御意見の趣旨を踏まえ、第４章の２「誰もが安心して暮らせるまちづく

り」プロジェクト」のプロジェクトの狙い及びプロジェクトの枠組みに、

アンコンシャス・バイアスへの対応に係る施策を追記しました。

（Ａ）

【北海道創生協議会構成員】札幌大学 武岡 明子 教授
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